
広がる可能性　  55歳 からの起業

主　催

第6回

東京シニア
ビジネス
グランプリ

2025
30万円
奨励賞

※各1名以内

最優秀賞 50万円
優秀賞

100万円
※起業支援資金の交付は、別途実施する審査を通過することが条件となります。
　審査は、公社指定期日までに都内で法人登記すること等、一定の要件があります。

ファイナリスト全員に
起業支援資金
ファイナリスト全員に
起業支援資金

さらに！ 100万円

第２回起業セミナーでは、実際に提出された課題をもとに、事業計画を『伝わる形』に仕上げるポイ
ントを解説します。ビジネスコンテストなどの審査員や融資担当者、協力者に響く事業計画とは
どんなものか？ また、事業を軌道に乗せられる計画と失敗する計画について、実例を交えて解説
します。参加者全員でのシンキングタイムと共有セッションも実施します。 他の参加者の視点や
アイデアにも触れながら、あなたの計画をさらに磨き上げましょう。

伝わる・選ばれる・実現する！
～事業計画の磨き方と成功パターン～

《 オンライン開催 》

参加費無料14:00～15:30
7月26日（土）2025年

中小企業診断士・大正大学招聘教授
（株）ＭＭコンサルティング代表

上野 光夫 氏
うえの     みつお

日本政策金融公庫に26年間勤務し、2011年に経営コンサルタントとして
独立。中小企業や起業家の資金調達支援のほか、講演、執筆などの活動を
行っている。 主な著書『事業計画書は1枚にまとめなさい』（ダイヤモンド社） YouTube

チャンネル 会社HP

講師プロフィール

起業セミナー第2回

ビジネスプラン募集中! 東京シニアビジネスグランプリ 詳細は裏面をご覧ください

参加申込は
こちらから
参加費無料



募集概要

プランコンサルティング
ビジネスプラン作成を担任制で支援します！

事業計画書の作成にお悩みの方対 象

何度でも無料でご利用いただけます利用料金

来館・オンライン・電話から選択相談方法

TOKYO創業ステーションは、お客様の起業状況に合わせて
各種相談をお受けしています。起業・創業に関する相談窓口や
イベント・セミナーなど、数多くの支援メニューをご用意しています。

詳細・ご利用申し込みは公式ホームページから

8月31日（日）2025年

ビジネスプラン募集!
募集締め切り

ご応募は
こちらから

※日程は一部変更になることがあります
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お問い合わせ先 東京シニアビジネスグランプリ事務局（受託事業者：（株）日広通信社）
Eメール：info_jmk@55-bgp.jp　電話：03-3233-8385 《受付》 9:30～17:00 （土・日・祝除く）
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法
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❸ 8月31日（日）
2025年

（1）応募資格 （2）審査項目

（※）中小企業とは、中小企業基本法第2条、株式会社日本政策
金融公庫法等の中小企業関連立法における政令に規定する
もの並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第2条第1項 第1号に規定する一般社団法人等、特定非営利
活動促進法第2条に規定する特定非営利活動法人とします。

ア 創業前の個人 都内で創業を検討している個人
（都内で創業予定であれば、現在の居住地は問いません。） 

イ 個人事業主 都内を納税地として個人事業の開業又は異動の届出を
行なっており、かつ開業の届出から５年未満の個人 

ウ 法人代表者 都内に登記簿上の本店又は主たる事務所があり、
かつ法人登記を行なってから５年未満の中小企業（※）

1 経営理念・ビジョンの明確さ

2 ビジネスモデルの実現性・収益性

3 市場の理解度

4 計画の妥当性

5 プレゼンテーション力
　 (プレゼンテーション審査)
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2025年４月１日時点で、ア～ウのいずれかに該当する、
東京都内で創業予定または創業5年未満の55歳以上の方


